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1. 過去の日向灘沿岸海岸保全基本計画の背景

i. 海岸法の改正(平成11年)

我が国において海岸法は、従来、津波や台風、波浪、侵食等の災害に対して、人命や財産を災害か

ら守るとともに、国土の保全を図ることを第一の目的としていた。しかし、近年、余暇需要の増加、

砂浜の侵食やゴミ問題の深刻化、海域の汚損など海岸を取り巻く変化が顕著となってきており、この

ような変化に対応した新たな海岸のあり方として、災害に対する安全の一層の向上と良好な海岸環境

の整備と保全とが図られ、さらに、人々の多様な利用が適正に行われる空間となることが求められて

いる。 

このような背景から、平成11年に海岸法が改正され、旧海岸法の目的であった「海岸の防護」とと

もに、新たに「海岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸の適正な利用の確保」という２つの目的が加

わり、これらの３つの目的が調和するよう総合的に海岸の保全を推進することとなった。 

改正海岸法(平成11年)では、海岸の保全に関する基本的方向性を明らかにするとともに、地域の意向

等を反映するため、国が「海岸保全基本方針」（平成12年５月公表）を定め、この基本方針に基づいて、

都道府県知事が管内の海岸について、「海岸保全基本計画」を定めることになった。

海岸法（昭和31年） 

目 的

・砂浜の侵食やゴミ問題

・海洋性ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ需要の増大

・海域の汚損     etc

「安全で、美しく、いきいきした海岸を目指して」

防 護

防 護

利 用環 境

目 的

改正海岸法（平成11年） 



＜平成11年 海岸法改正のポイント＞ 

1.法目的の改正 

旧海岸法の目的である「海岸の防護」に、「海岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸の適正な利用

の確保」が加わり、それらが調和した総合的な海岸の管理を行うこととした。 

2.一般公共海岸区域の創設 

自然公物として公衆の自由使用に供される海岸を「公共海岸」とし、また、公共海岸のうち海岸保

全区域以外の区域（従来の法定外公共物）を「一般公共海岸区域」として、それぞれ法律上位置付け

た。 

3.地域の意見を反映した海岸整備の計画制度の創設 

海岸の保全に関する基本的な方向性を明らかにするとともに、地域の意向等を反映するため、国が

定めた海岸保全基本方針に基づいて都道府県知事が管内の海岸について、海岸保全基本計画を策定す

ることとした。 

4.海岸管理における市町村参画の推進 

日常的な海岸管理への市町村の参画を促進するため、市町村長がその発意により、都道府県知事と

協議して、海岸保全区域及び一般公共海岸区域における一部の管理を行うことを可能とした。 

5.海岸の適正な保全のための措置の創設 

指定区域等において、みだりに行う一定の行為を禁止できる制度とともに、簡易代執行制度や海岸

の維持に関する原因者負担制度が創設された。 



ii. 東日本大震災の発生 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災による未曾有の災害を受け、「災害には上限がない」と

の認識のもと、住民等の生命を守ることを最優先とし、地域ごとの特性を踏まえ、ハード・ソフトの施

策を柔軟に組み合わせ、総動員させる「多重防御」の発想により津波防災地域づくりを推進することが

求められている。 

このような中、政府の中央防災会議において、津波対策を講じるために｢発生頻度は極めて低いもの

の、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波｣(レベル２津波)と、｢最大クラスの津波に比べ

て発生頻度は高く、津波高は低いものの、大きな被害をもたらす津波｣(レベル１津波)の２つの想定す

べき津波レベルと、その対策の基本的な考え方が示されたところである。 

このうち、数十年から百数十年に1度程度の頻度で発生する「レベル１津波」は、海岸保全施設等で

防御することを基本とする考え方に基づき、日向灘沿岸におけるレベル１津波対策が必要な海岸につい

て、「海岸保全基本計画」に位置づけることとした。 

また、東日本大震災においては、津波が海岸堤防を越流することにより多くの施設が被災し、また、

背後地に甚大な被害が発生した。これを踏まえ国は、レベル１津波を超えた場合でも、施設が破壊・倒

壊するまでの時間を少しでも長くするなど、施設の効果が粘り強く発揮できる構造、及びレベル１津波

を生じさせる地震に対する海岸堤防等の耐震対策について、基本的な考え方を示した。 

さらに、平成26 年 6 月には、東日本大震災の教訓を踏まえ、今後発生が想定される南海トラフ地震

等に伴う大規模な津波や、高潮に対する防災・減災対策を推進するとともに、海岸の適切な維持管理を

推進するため、海岸法の一部が改正された。 



＜平成26年 海岸法一部改正のポイント＞ 

1.海岸管理における防災・減災対策の推進 

堤防と一体的に設置される減災機能を有する樹林（「緑の防潮堤」）など粘り強い構造の海岸堤防等

を海岸保全施設に位置づけることとした。 

2.水門・陸閘等の安全かつ確実な操作体制の確立 

海岸保全施設のうち、水門・陸閘等については、災害発生時に現場操作員の安全を確保しつつ適切

に操作するための操作方法、訓練等に関する操作規則等の策定を海岸管理者に義務づけることとした。

3.海岸保全施設の適切な維持管理 

海岸保全施設の維持・修繕に関する海岸管理者の責務を明確化し、予防保全の観点から維持・修繕

に関する技術的基準を主務省令で定めることとした。 

4.海岸保全区域内において座礁等した船舶の撤去等 

海岸管理者は、海岸保全区域内で座礁等した船舶が海岸保全施設を損傷し、海岸の保全に支障をお

よぼすおそれがある場合等に、船舶所有者に対し、当該船舶の撤去等を命令することができることと

した。（※所有者が命令に従わない場合、行政代執行が可能） 

5.地域の実情に応じた海岸の維持管理の充実  

海岸管理者は、海岸保全施設又は公共海岸の維持等を適正かつ確実に行うことができる法人・団体

を海岸協力団体として指定することができることとした。 



2. 過去実施された海岸に関する住民意見等

地域住民の意見を反映させるため、海岸保全基本計画策定時には平成 13 年に地域住民アンケート調

査及びホームページアンケート調査を実施し、海岸保全基本計画変更時には平成27年にパブリック・

コメントによる意見募集を実施した。 



i. 地域住民アンケート調査結果  

平成13年12月において、地域住民に対するアンケート調査を行った。その結果を以下に示す。なお、

アンケート結果は、県北部、県中部、県南部ごとに集計した。 

a.海岸に対する不満 

海岸に来訪して、不満に思ったことについての回答として、どの地域でも最も多い項目は、“ゴミの

散乱”であるが、その他の項目では地域による違いが見受けられる。県北部では、トイレやシャワー、

駐車場、食事・休憩施設の不足といった利用面に関する不満が上位を占めており、県中部では、砂浜

幅員に対する不満が第２位に位置し、次いで施設整備に対する不満が続いている。県南部では、県北

部とほぼ同様の傾向となっている。 

b.海岸環境の中で特に守っていくべきもの 

全ての地域で“海の水（水質）”が最も多いが、これ以外の項目では地域による違いが見られる。 

県北部及び南部においては、“魚や貝、海草等海の生き物”が第２位、“砂浜”が第３位となっている

が、県中部においては、“砂浜”が第２位となっている。 

c.今後の重点課題 

今後の整備の方向性として“安全”“環境”“利用”に区分し、それぞれ 5 段階評価をして貰った。

これを地域別に平均値で集計した結果、各地域とも、安全及び環境がほぼ同程度（3.8～4.1）となり、

利用は3.2～3.4となっている。 

d.自由意見の傾向 

自由意見を幾つかのカテゴリーに分類し集計した結果、県北部では、公園・駐車場等整備に対する

ものが最も多く、県中部及び南部では管理運営が最も多い。また、“環境”に関する意見が最も多く、

次いで“利用”に関する意見となっており、“安全”に関する意見は比較的少ないものとなっている。

表－1.1.10 地域アンケートにおける自由意見の分類 



ii. ホームページアンケート調査結果 

宮崎県のホームページ上において、海岸保全基本計画に関するアンケート調査を行った。 

約140名の回答があったが、そのうち25名は県外（福岡県、東京都、神奈川県等）の回答者であっ

た。 

a.宮崎県の海岸のイメージ及び来訪の目的 

“自然が残されたところ”という認識が最も多く、“海辺の風景を楽しむ”ことを目的として来訪

している人が最も多い。なお、将来において海辺で行いたい活動も“海辺の風景を楽しむ”が最も多

い。 

b.海岸整備への要望 

生物等生態系への配慮をあげている回答者が最も多く、眺望や景観といった利用面の項目は第2位

であった。 

c.対策 

安全面における対策としては、行政・住民との連携によるソフト面の強化をあげている人が多く、

ハード面における整備の強化を選択した人は少ない。

環境面における対策としては、地域住民やボランティアの協力による美化活動が第1位となり、利

用者等への啓発活動を選択した人は第2位となっている。 

利用面における対策としては、利用のルールづくりや啓蒙活動など制約を伴うものが最も多く、ア

クセス向上やバリアフリー対策など、利用環境を向上させるものが第2位となっている。 

d.今後の重点課題 

地域アンケートと同様に、今後の重点課題として、安全・環境・利用の3側面において5段階評価

をして貰ったが、平均では環境が特化して高い重点度となっている一方、安全面が利用面と同程度の

重要度となっている。 



ⅲ.パブリック・コメントによる意見 

平成27 年1月9日から2月10日にかけて、パブリック・コメントによる意見募集を実施した。15

名から30件の意見が寄せられ、そのうち県外者からの意見もあった。 

これらの意見を分類した結果は、以下のとおりであり、｢施設計画に関する意見｣のなかでも、特に「景

観・利用・環境へ配慮すべき」という意見が多かった。 

a.意見の分類 

b.意見の要旨 

Ａ 海岸保全基本計画への提言(2件) 

・本計画の防護目的が｢財産保護｣なのか｢人命保護｣なのかという防護目的を問う意見や、県民の

将来にとって望ましい日向灘沿岸の未来像の明記や、他県には類の無い宮崎県の貴重な自然観

光資源や高度情報ネットワークを十分に生かした次世代型の津波防災を望む意見がみられた。 

Ｂ 施設計画に関する意見(24件) 

・宮崎県の豊かな海岸景観や環境と調和し、サーフィンなどの観光資源にも配慮した施設計画を

望む意見や、海岸保全施設の整備などのハード対策よりも、津波避難施設の整備などのソフト

対策の充実を望む意見がみられた。 

Ｃ 海岸林に関する意見(2件) 

・地球温暖化や維持管理経費を考慮し、全ての海岸林を照葉樹林へ移行させるべきという意見や、

海岸林を海岸保全施設と位置づけ、コストの削減を望む意見がみられた。

Ｄ 本文修正に関する意見 (2件) 

・天然記念物や希少種の記載に関して、海岸生物種の追加記載や、海岸の安全性に対し誤解を与

え兼ねない挿絵の修正を求める意見がみられた。 
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